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１．お客さま本位の業務運営方針に関わる取組内容 

 

「お客さま本位の業務運営方針」に対応する主な取組内容になります。 

 

1．お客さま本位の業務運営 

 

当社は、企業理念に則り、お客さまに誠実かつ真摯に向き合い、「お客さまとともに」共存

共栄を目指し、お客さまに対する長期にわたる責任を全うし続けるため、お客さまが真にも

とめる保険（保障や補償）について、質の高いサービスを提供し、あらゆる業務運営におい

て、お客さま本位で行動するよう努めてまいります。 

 

 

【考え方】 

当社の企業理念である「ともに〇」は、社名である「ともにあーる」を具現化するために、 

全社員で約 1 年をかけて「ともにあーるらしさとは」について議論を重ね、「お客さまとと

もにある」ことが会社の根幹の一つであることを表現しています。 

 

【具体的な取組】 

① お客さまから長期にわたり信頼をいただくためには、全社員が企業理念を実践することこ

そが、最も重要であると位置付け、当社の全社員が重視すべき行動規範などをまとめた「理

念ブック」を作成しました。新人研修などの社員教育の場で、この「理念ブック」を使い、

社名や企業理念に込めた想いなどを伝え、全社員が共通認識を持ち「お客さまとともに」

を実現できるよう、企業理念の浸透に取り組んでいます。 

 

② 当該方針や取組内容の定着を測る指標として、「新規でご加入いただいた契約者数や契約

件数・保有契約者数や保有契約件数」「取扱保険会社数」「生命保険契約継続率と自動車保

険契約更改率」「お客さまの声」「社員の資格取得状況」の 5つを取組指標として公開し業

務品質の向上に努めています。 

 

③ 当社では、来店型店舗（ほけんの窓口グループ株式会社のパートナー企業）と訪問主体で

保険募集活動を行う支社を営業拠点として首都圏中心に、お客さまのニーズに幅広くお応

えする体制を整えています。 

 

④ 当社では、「お客さま本位の業務運営」が適切に行われるように営業牽制部門として、コン

プライアンス部および内部監査室を設置し、募集品質の点検・監査などを通じて、内部管

理体制の強化を図っています。教育責任者を設置し、新人・ベテランを問わず営業社員の

募集品質、接客品質、コンプラアンス意識の向上に努めています。 
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⑤ お客さまの期待に応えられるよう、コンプライアンス部は、募集品質や業務品質に関 

わる各種モニタリング（早期消滅契約・乗換契約・特定保険契約・高齢者契約等）を行い、 

毎月経営者に報告するとともに、営業推進部門の責任者会議等に積極的に参加し、全社員  

への周知と募集品質向上に向けた PDCAサイクルを徹底しています。 

 

 

 

2．法令等の遵守に基づく十分かつ丁寧な保険商品のご提案 

 

当社は、複数の保険会社商品を取扱う保険募集代理店として、法令等を遵守し、以下の事項

を徹底するよう努めてまいります。 

 

□常にお客さまに寄り添い、将来起こり得るさまざまなリスクからお客さまをお守りする

ため、ご意向の把握ときめ細やかなコンサルティングを実践することで、お客さまに最も

ふさわしい保険商品の提供に努めてまいります。 

特に市場リスクが存在する商品をご提案する場合や、高齢者のお客さまを対応させていた

だく場合などについては、お客さまに十分ご理解いただけるよう、分かり易い言葉を用い

て説明するよう心がけます。 

□お客さまに商品内容や仕組みを正しくご理解いただけるよう、「重要事項」や「注意喚起

情報」について十分な説明を行うよう努めてまいります。特に、お客さまにとって不利益

となる事項（保険金を支払えない場合など）については、より丁寧な説明を行います。 

□役員・社員に対し、専門知識や募集マナー等に関する教育研修を定期的に実施し、募集品

質の向上に努めてまいります。 

 

 

【考え方】 

保険代理店として、保険業法をはじめとした法令や各種規程を遵守するだけでなく、当社で

考えるコンプライアンスとは一般常識やマナーも含めた幅広いものであるとの考えから、特

に保険募集にあたっては、ルール通りの対応だけでなく、よりお客さまに寄り添うことで安

心と安全をお届けしたいと考えています。 

 

【具体的な取組】 

① お客さまのご意向の把握とそのご意向に対応した商品をご提案し、商品内容や重要事項お

よび注意喚起情報を正しく説明することで、お客さまご自身にご理解・ご納得いただくよ

うに努めています。また保険募集の始まりから終わりまでを適切に記録し、その内容が募

集管理部門で検証できる体制を整備しています。 
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② より細やかなヒアリングを通して、お客さまが抱える顕在的なリスクはもとより、将来起

こり得る潜在的なリスクについてもお客さまと共有することで、お客さまに安心を提供で

きるよう心掛けています。 

 

③ 特定保険契約（外貨建て保険や変額保険など）については、お客さまに対し十分なリスク

説明を行い、特定保険契約をご提案してもいいと判断した理由（加入目的・財産状況・投

資経験の有無など）を記録することで、募集人の過度な募集行為の防止に努めています。

また特定保険契約を適宜抽出し、リスクの説明が十分か、保険商品を提案できると判断し

た理由などが適切に記録されているかのサンプルモニタリングを募集管理部門で実施し

ています。 

 

④ 特に高齢者（70歳以上）のお客さまに対しては、ご家族の同席をお願いするなどの高齢者 

販売ルールを定め、より丁寧な説明を心掛けお客さまの加入意思の確認に努めています。 

高齢者契約について、親族同席をお勧めしているか、親族同席ができない場合の理由が記 

録されているか、親族同席ができない場合の高齢者募集ルールに沿った対応となっている 

かのモニタリングを実施しています。 

 

⑤ また障がいのあるお客さまに対し、すべての社員が適切な対応が行えるよう、社内通知の

発信や社員研修を実施しています。 

 

⑥ お客さまに適切な「保障と補償」を提供するために、定期的な社員教育を実施し専門知識

や募集マナーの向上に努めています。当社では、社員が専門的な知識習得を目指しており、

入社 3年以内に一定の資格を取得することとしています。 

 

⑦ 当社では社長直轄の内部監査室を設けており、各部門や拠点に対し社内監査を実施し、適

切な保険募集態勢や組織管理体制についての品質向上に努めています。 

 

 

 

3．お客さまの声を経営に活かす取り組み 

 

当社は、お客さまからお寄せいただいたご要望などの「声」を真摯に受け止め、誠実かつ迅

速にお応えするとともに、原因分析や再発防止に取り組み、業務運営の改善やサービス向上

に努めてまいります。 

 

 

【考え方】 

お客さまからお寄せいただいた「声」は、当社が「お客さま本位の業務運営」を行う上で、
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取組むべき重要課題と捉え、なぜ発生したのかの原因分析を行い、再発しないための防止策

を検討し、それを全社で徹底することで、会社は健全な成長ができると考えています。 

 

【具体的な取組】 

① お寄せいただいた「声」については、全件内容を精査し発生した原因分析や再発防止策が

適切に実行されているかのモニタリングをコンプライアンス部で実施し、業務改善やサー

ビス向上に活用しています。また定期的に保険会社と情報交換のための会議を開催し、双

方の情報連携を行っています。 

 

② また再発防止策が継続的に実施されていることを確認するため、一定期間を空けた後に、

サンプルモニタリングにて検証を行っています。 

 

 

 

4．利益相反の適切な管理 

 

当社は、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引を適切に把握・管理するための体

制を整備し、業務運営の改善やサービス向上に努めてまいります。 

 

 

【考え方】 

お客さまの利益を保護するため、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引を適切に 

把握し管理する体制も、「お客さま本位の業務運営」の徹底を図る重要項目のひとつと考え 

ております。 

 

【具体的な取組】 

① 当社は乗合代理店として複数の保険会社と募集代理店委託契約を結び、お客さまの様々な

意向にお応えできるよう提供する商品の充実に努めています。 

 

② お客さまのご意向に沿った商品が提供できているかを検証するため、早期に消滅した契約

については、該当募集人の上席者に募集取扱報告書の提出を求め、募集取扱時に不適切な

点がないかの検証をコンプライアンス部で行っています。 

 

③ お客さまのご意向に沿った商品提供ができているか、特定の商品への誘導がないかを確認

するためのサンプルモニタリングを定期的に実施し、募集品質の改善・向上に努めていま

す。 
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5．方針の浸透に向けた社内態勢整備 

 

当社は、社員があらゆる業務運営において、お客さま本位の最善の行動を最優先としていく

ために、当方針の浸透に向けて、独自の理念ブックを活用した取り組みや、社内態勢整備に

努めてまいります。 

 

 

【考え方】 

当社では「お客さまとともに」を根幹とした企業理念「ともに〇」を策定しています。この 

企業理念の実践こそが「お客さま本位の業務運営」に通じるものと考えています。 

 

【具体的な取り組み】 

① 企業理念を日常業務に浸透させるために、朝礼での唱和や「理念ブック」の読み合わせを  

行い、本社や各拠点に企業理念を掲示するなどの社内態勢整備に努めています。 
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金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則（これらに付されている（注）も含む）の

なかで「非該当」「一部該当」としている項目の理由 

 

 

原則 5の（注 2） 

 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、 

個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合とし 

ない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべ 

きである。 

 

⇒ 代理店として複数の金融商品・サービスをパッケージ販売・推奨等は実施していない為「非 

該当」としております。 

 

 

 

原則 6の（注 2） 

 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、 

当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 

 

⇒代理店として複数の金融商品・サービスをパッケージ販売・推奨等は実施していない為「非 

該当」としております。 

 

 

原則 6の（注 3） 

 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売

対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者はに

おいてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。 

 

⇒ 代理店として金融商品の組成は実施していない為、「非該当」としております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

 

原則 6の（注 6） 

 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性に応じ

て、製販全体として顧客の最善の利益を実現するために金融商品の組成に携わる金融事業者に

対し、金融商品の実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売

状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきで

ある。 

 

⇒ 保険会社と定期的な会議を開催し「お客さまの声」等について、双方の情報連携を行って

います。但し複数の乗合代理店としてすべての保険会社と実施できていないため一部実施とし

ております。 

 

 

原則 6の（注 7） 

 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性に応じ

て、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者にお

いてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わ

る金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。 

 

⇒ 保険会社と定期的な会議を開催し「お客さまの声」等について、双方の情報連携を行って

います。但し複数の乗合代理店としてすべての保険会社と実施できていないため一部実施とし

ております。 

 

 

 

補充原則 1 

【基本理念】 

 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価

値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金

融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商

品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべき

である。 

 

⇒ 代理店として金融商品の組成は実施していない為、「非該当」としております。 
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補充原則 2 

【体制整備】 

金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏ま

え、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための

体制を整備すべきである。 

その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセス

における品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を確保するべ

きである。 

 

⇒ 代理店として金融商品の組成は実施していない為、「非該当」としております。 

 

 

注 1 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライ

フサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにお

ける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきであ

る。その事業規模や提供する金融商品の特性に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有

識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みを検討すべ

きである。 

 

⇒ 代理店として金融商品の組成は実施していない為、「非該当」としております。 

 

 

注 2 

金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏ま

え、適時にプロダクトガバナンスの確保に対する体制を見直すなど PDCA サイクルを見直す

べきである。 

 

⇒ 代理店として金融商品の組成は実施していない為、「非該当」としております。 

 

 

 

補充原則 3 

【金融商品の組成時の対応】 

金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金商品が

そのニーズに最も合致するものであるか勘案し、商品の持続可能や金融商品としての合理性等

を検証すべきである。 

 

⇒ 代理店として金融商品の組成は実施していない為、「非該当」としております。 
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注 1 

金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な小品である

かを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証移管の下でリスク・リータン・コストの

合理性を検証すべきである。 

 

⇒ 代理店として金融商品の組成は実施していない為、「非該当」としております。 

 

 

注 2 

金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さ

やリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニ

ーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意す

べきである。その際、商品を購入すべきでない顧客（例えば、元本棄損のおそれのある商品に

ついて、元本確保を目的としている顧客等）も特定すべきである。また複雑な金融商品や運用・

分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成してい

るのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧

客属性を慎重に特定すべきである。 

 

⇒ 代理店として金融商品の組成は実施していない為、「非該当」としております。 

 

 

注 3 

金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するた

め、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品

の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握

のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点か

ら、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取り決め

を行うべきである。 

 

⇒ 代理店として金融商品の組成は実施していない為、「非該当」としております。 
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補充原則 4 

【金融商品の組成後の対応】 

金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されて

いるかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組

成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応

じて活用すべきである。また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するために、金融商品

の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に

購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その

後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。 

 

⇒ 代理店として金融商品の組成は実施していない為、「非該当」としております。 

 

 

注 1 

金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な

検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきで

ある。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供ができない場合には、金融商

品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検証を行うとともに、その後の商品組成・提

供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべ

きである。 

 

⇒ 代理店として金融商品の組成は実施していない為、「非該当」としております。 

 

 

注 2 

金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じ

て、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべ

きである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点か

ら実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧

客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を

受かられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、

金融商品の販売に携わる金融事業者から得られた情報結果を踏まえた検証結果については、必

要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。 

 

⇒ 代理店として金融商品の組成は実施していない為、「非該当」としております。 
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注 3 

金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用

についついても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直し

を行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者

の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである。 

 

⇒ 代理店として金融商品の組成は実施していない為、「非該当」としております。 

 

 

 

補充原則 5 

【顧客に対する分かりやすい情報提供】 

金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対

し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきであ

る。 

 

⇒ 代理店として金融商品の組成は実施していない為、「非該当」としております。 

 

 

注 1 

金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に

携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供

を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融

事業者のビジネスモデルにおいて、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人

の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等

を情報提供すべきである。 

 

⇒ 代理店として金融商品の組成は実施していない為、「非該当」としております。 

 

 

注 2 

金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品

の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。 

 

⇒ 代理店として金融商品の組成は実施していない為、「非該当」としております。 

 


